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今こそ、情報公開法を使って関連文書の全面公開を実現させよう！ 

日韓会談文書・全面公開を求める会 ニュース 
             第 26 号（2010 年 12 月 8 日） 
  

11 月 5 日(金）10:30 東京地裁 522 号法廷 

三次訴訟 第 10 回口頭弁論 

国(外務省)側 

 不開示理由の主張 

すべて終了 

原告側反論は 来年 1月 21 日 
（三次訴訟の内容一覧） 

 不開示の理由 文書数 国（外務省）側 

主張の準備書面 

原告側  

反論の準備書面 

１ 

 

韓国あるいは北朝鮮との間の 

交渉上不利益になる 

259 

 

11/3/18 準備書面（11）

11/1/21 準備書面（10）

10/11/5 準備書面（9） 

証拠説明書（10）

10/9/8 準備書面（8） 

10/6/30 準備書面（7） 

10/4/21 準備書面（6） 

証拠説明書（7） 

10/2/23 準備書面（5） 

            

11/3/18 準備書面（7） 

11/1/21 準備書面（6） 

 

 

 

 

10/4/21 準備書面（5） 

証拠説明書（5）

 

２ 

 

韓国との信頼関係が無くなる 

 

109 

 

09/12/8 準備書面（4） 

証拠説明書（5）

  

09/12/8 準備書面（3） 

準備書面（4）

証拠説明書（4）

３ 竹島問題 48 

４ 犯罪の予防に関連するもの 11 

09/9/1  準備書面（3）  

09/7/3  準備書面（2）

５ 海上保安庁の警備体制（竹島、 

李ライン周辺での拿捕） 

 

  2 

６ 他国との信頼関係、国の安全、 

公共の安全・秩序維持 

 

  3 

７ 個人情報、外交事務の適正な 

遂行 

  4 

８ 個人情報、他国との信頼関係   2 

 

 

 

09/5/26 準備書面（2） 

09/3/4  準備書面（1）

 

 

 

09/5/26  準備書面（1）

総論 

 

 

今回提出された準備書面 

国側準備書面(9) 証拠説明書(10) 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~nikkan/をごらんください。 
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報告集会 11：00～  東京地裁 5Ｆ控室 
 

張張  弁弁護護士士    

今今日日はは、、国国側側のの書書面面がが出出ままししたた。。  

原原告告側側のの反反論論はは来来年年のの期期日日のの前前、、11 月月 1144 日日迄迄にに提提出出すするるここととににななっってておおりりまますす。。

弁弁護護団団はは現現在在、、不不開開示示のの理理由由 11 とと 22、、特特にに北北朝朝鮮鮮ととのの外外交交上上のの理理由由でで開開示示ししなないい

とといいうう問問題題とと、、竹竹島島問問題題ななどどにに対対すするる反反論論書書面面をを一一生生懸懸命命作作成成ししてていいららっっししゃゃいい

いいまますす。。  

    

私私のの担担当当はは、、外外務務省省がが他他ののととこころろでで公公開開ししてていいるるののにに隠隠ししてていいるる、、いいわわゆゆるる「「頭頭

隠隠ししてて尻尻隠隠ささずず」」とといいっったたととこころろがが幾幾つつかかあありりまますすののでで、、そそれれをを指指摘摘ししてて、、「「外外務務

省省ののややっってていいるるここととははズズササンンででなないいかか。。ここんんななズズササンンななここととををややっってていいるるんんだだかか

らら、、他他ののととこころろももズズササンンにに違違いいなないい、、ズズササンンにに隠隠ししたたよよううななももののだだかからら全全部部公公開開

ししてて下下ささいい、、とといいっったた、、正正攻攻法法ででははななくく横横かからら外外務務省省ををつつつつくく、、とといいっったた書書面面をを

出出ししまますす。。  

  

今今日日のの裁裁判判でですすがが、、事事務務的的なな点点でですすけけれれどどもも、、裁裁判判長長がが国国（（外外務務省省））側側にに対対しし

てて、、原原告告側側がが反反論論のの準準備備書書面面をを出出すす迄迄にに時時間間ががああるるののでで、、原原告告側側がが今今ままででにに出出しし

たた準準備備書書面面（（11））かからら（（55））にに対対すするる反反論論をを 11 月月 1144 日日迄迄にに出出すすここととをを示示唆唆しし、、国国（（外外

務務省省））側側ははそそれれをを提提出出すするるここととににななりりままししたた。。  

  

そそれれかからら、、裁裁判判長長ははかかななりり重重要要ななここととをを述述べべままししたた。。  

原原告告側側にに対対ししてて，，国国側側がが主主張張すするる韓韓日日会会談談のの経経緯緯ととかか竹竹島島問問題題やや日日朝朝交交渉渉のの経経

緯緯やや意意義義ななどどのの様様々々なな事事実実ににつついいてて，，客客観観的的なな事事実実ととししてて国国（（外外務務省省））側側がが書書いい

てていいるるももののでですすかからら、、そそれれにに対対ししてて認認知知反反論論ををししててくくだだささいい、、とと述述べべままししたた。。   

  

国国（（外外務務省省））側側にに対対ししてて、、ここれれはは、、今今回回重重要要ななここととだだととはは思思ううののでですすがが、、国国（（外外

務務省省））側側がが主主張張ししてていいるる準準備備書書面面のの中中でで、、いいろろいいろろ歴歴史史上上ここうういいうういいうう事事実実ががああ

っったたののだだとといいううここととににつついいてて、、裁裁判判所所ととししてて客客観観的的なな事事実実ととししてて認認定定ででききるるかかどど

ううかか、、そそののここととににつついいてて裁裁判判所所がが判判決決文文をを書書くく時時にに、、ちちゃゃんんとと説説明明ででききるるよよううなな

補補足足すするる文文書書をを、、国国（（（（外外務務省省））側側にに出出ししててくくだだささいい、、とと言言っったたののでですすねね。。 

  

私私はは行行政政訴訴訟訟のの専専門門家家ででははなないいののでで、、訴訴訟訟ととししててのの意意義義はは分分かかりりまませせんんしし、、詳詳

ししくく説説明明ででききなないいののでですすがが、、裁裁判判所所ががそそうういいううここととをを言言っったたとといいううののはは、、助助けけ舟舟

をを出出ししたたののとと同同じじここととななののでですす。。  

  

そそのの歴歴史史的的事事実実にに関関すするる認認識識ははいいろろいいろろああるるとと思思ううののでですすけけれれどどもも、、そそれれににつつ

いいててははここちちらら側側ににつついいててもも、、考考ええてていいるるここととはは国国（（（（外外務務省省））側側ととはは真真っっ向向かからら違違

いいまますすののでで、、簡簡単単にに言言ええばば日日韓韓請請求求権権協協定定のの意意味味合合いい、、北北朝朝鮮鮮にに対対すするる外外交交政政策策

のの意意味味合合いい、、そそうういいっったたももののははいいろろいいろろ違違ううとと思思いいまますす。。そそここののととこころろをを国国（（（（外外

務務省省））側側がが反反論論ししててくくれればば、、ままたた、、ここちちらら側側ででもも反反論論をを出出すす予予定定ににななるるだだろろううとと

思思いいまますすしし、、ままたた、、今今回回ここちちらら側側がが作作っってていいるる書書面面のの中中でで、、そそのの反反論論がが出出ててくくるる

ここととににななるるとと思思いいまますす。。  

いいずずれれににししててもも、、外外交交上上のの理理由由でで隠隠ししてていいるるここととがが反反論論のの中中ののひひととつつでですす。。  
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そそうういいっったたここととがが今今回回のの法法廷廷でで進進んんだだののでで、、国国（（（（外外務務省省））側側反反論論はは来来年年 11 月月

2211 日日、、そそれれかからら二二ヶヶ月月くくららいい置置いいてて、、33 月月 1188 日日（（金金））1100 時時 3300 分分にに決決ままりりままししたた。。  

  

原原告告かからら出出すす反反論論はは、、次次回回、、来来年年 11 月月 2211 日日でで全全部部のの反反論論をを出出すすここととににななっってていい

まますすののでで、、そそれれをを受受けけててのの反反論論をを国国（（（（外外務務省省））側側もも出出ししまますすののでで、、おおそそららくくそそのの

ああたたりりでで結結審審すするる予予定定ににすするるののだだろろううとと思思いいまますす。。そそししてて判判決決とといいううここととににななるる

だだろろううとと思思いいまますす。。  

  

いいずずれれににししててもも、、次次回回にに出出ててくくるるここちちらら側側のの書書面面とと、、多多分分説説明明ののよよううななももののもも

国国（（（（外外務務省省））側側かかららもも出出ててくくるるとと思思いいまますすがが、、そそうういいっったたももののをを含含めめたた次次回回のの期期

日日はは、、非非常常にに重重要要なな期期日日ににななるるののででははなないいかか、、とと思思いいまますす。。  

  

質質  問問      二二次次訴訴訟訟のの方方でですすがが、、99 月月 1155 日日にに、、最最高高裁裁へへ上上告告受受理理申申立立理理由由書書をを提提出出ししまま

ししたたがが、、最最高高裁裁のの判判断断ははいいつつごごろろでで出出まますすかか。。  

  

東東澤澤弁弁護護士士  申立理由が、箸にも棒にも掛からなければ二ヶ月ぐらいで出ますが、情報公

開法に違反すると認めればそれ以上かかります。中には数年かかるものもありま

すが、あくまでそれは例外です。 
  

質質  問問    そそんんななににかかかかるるののでですすかか。。全全部部終終わわるるままでで、、一一体体何何年年かかかかるるののでですすかか。。  

  

張張  弁弁護護士士  いいずずれれににししててもも、、裁裁判判だだけけがが解解決決のの手手段段ででははなないいののでで、、そそれれ以以外外ににもも解解決決のの

手手段段がが進進んんででいいるるとといいううここととでで、、みみななささんんににおお知知ららせせししまますす。。  

（（同同封封のの「「日日韓韓弁弁護護士士会会共共同同シシンンポポジジウウムム」」案案内内をを配配布布））  

                                                                      

以以  上上  

  

三三次次訴訴訟訟    
  

第第 1111 回回口口頭頭弁弁論論    22001111 年年 11 月月 2211 日日（（金金））1100：：3300～～      
東東京京地地裁裁 552222 号号法法廷廷  

      原原告告側側  国国（（外外務務省省））側側がが今今ままででにに出出ししたた準準備備書書面面（（77））～～（（99））にに対対すするる反反論論  
国国((外外務務省省))側側  原原告告側側がが今今ままででにに出出ししたた準準備備書書面面（（11））～～（（55））にに対対すするる反反論論  

  

第第 1122 回回口口頭頭弁弁論論    22001111 年年 33 月月 1188 日日（（金金））1100：：3300～～  
東東京京地地裁裁 552222 号号法法廷廷  

原原告告側側  国国（（外外務務省省））側側がが前前回回出出ししたた準準備備書書面面にに対対すするる反反論論  

国国((外外務務省省))側側  原原告告側側がが前前回回出出ししたた準準備備書書面面にに対対すするる反反論論  
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総総会会資資料料  2010 年度活動報告（2009 年 12 月１日～2010 年 11 月 30 日） 

基本方針 
Ⅰ．日韓会談文書・全面公開を求める会の目的

 

日本政府に対して、日韓会談関連文書の全

面公開を求めて、朝鮮半島に対する日本の

植民地支配の事実と責任を認めさせ、アジ

ア・太平洋戦争による韓国・朝鮮人被害者、

および遺族への謝罪と補償を実現させる。

 

Ⅱ．外務省からの不開示、部分開示に対して、

引続き全面公開を求めて訴訟をおこなう 

 

全面公開を求める当会の目的を達成するた

めに、弁護団との連携を密にして行動する。

 

 

 

運動方針 
Ⅰ．下記を原告として、二次、三次訴訟をおこ

なう。 

二次訴訟 

韓国在住原告 崔鳳泰
チェボンテ

、李金珠
イークムジュ

、呂運澤
ヨウンテク

 

日本在住原告 太田修、田中宏、西野瑠美子、

山田昭次、吉澤文寿、李鶴来
イーハクネ

梁澄子
ヤンチンジャ

 

三次訴訟 

韓国在住原告 崔鳳泰、李金珠、呂運澤、 

李容洙 

日本在住原告 太田修、田中宏、西野瑠美子、

山田昭次、吉澤文寿、李鶴来

梁澄子 

Ⅱ．支援者として活動に参加するサポーター会

員を、あらゆる機会を通して募集する。 

 

 

Ⅲ．地域ごとの拠点をつくり、草の根の運動を

広げる。 

Ⅳ．韓国市民団体との連携を、より一層深めて

いく。 

 

 

 

活動報告 
 

弁護団会議開催日 

1月 14日  2月 5日  3月２日 

3月 25日  4月 8日  6月 15日 

7月 6日  7月 27日  8月 25日 

9月 13日 11月 22日 

役員会  

第 21 回（１月 10日）第 22 回（２月 23日）

第 23 回（7月 26日）第 24 回（11月 22日）

情報公開クリアリングハウス 

「開かれた政府」をつくる市民ネットワーク 

        設立準備会 （7月 20日） 

 第６回行政透明化検討会  （8月 24日） 

 公文書管理の制度と実践を学ぶ（11月 14日）

併合 100年事業 

 賛同金を拠出 

Ⅰ． 

 

 

二次訴訟 

第 4回口頭弁論（７月１日） 

控訴審（5月 12日） 

判決・敗訴（6月 23日） 

上告（７月７日） 

上告受理申立理由書提出（９月 15日） 

三次訴訟 

  第 7回口頭弁論 （4月 21日） 

第 8回口頭弁論 （6月 30日） 

第 9回口頭弁論（9月 8日） 

第 10回口頭弁論（11月５日） 

Ⅱ．2009年 11月 30日現在  

      サポーター会員 123名 

2010年 11月 30日現在  

      サポーター会員 122名 

Ⅲ．特記事項なし   

 

Ⅳ．1．12月 4日 ソウル東北アジア歴史財団

「民族問題研究所」と「日韓文書全面公開を

求める会」共同の国際学術シンポジウム 

テーマ:韓日両国の文書公開から見た 1965

年の韓日協定と請求権問題 

  （島田、張、吉澤、太田、小竹、李） 
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Ⅴ．情報の共有と会員の意思に基づく民主的な

運営を維持し、以下の活動を行う。 

1．役員、弁護団等共有のメーリングリストに

より緊密な連絡をとりながら会を運営 

する。事務局、会員・サポーター会員、

原告メーリングリストを通して、自由な

情報交換を行う。 

2．毎回の口頭弁論報告を中心とするニュース

を発行して、会員・サポーター会員、当

事者会員、関連団体、メディア等に提供

する。 

3．ホームページにより最新情報を提供する。

 

 

4．必要に応じ、または要請に応じて勉強会、

講演会をおこなう。 

 5．年１回開催する総会には、活動報告、決算

報告、および次年度運動方針（案）等 

の重要議案を事前に提示し、出席者の過

半数の議決による運営をおこなう。 

 

2．2月 7日 12日 崔弁護士の要請で訪韓。

大使館前「勤労挺身隊ハルモニと共にする

市民の会」デモ、水曜デモに参加（小竹）

Ⅴ． 

 

1．当会メーリングリストは「ホームページ

へのアップのお知らせ」が中心となった。

真相究明ネットのメーリングリストにも、

同じものを流した。 

 

２．ニュース発行 

第 22号（4月 8日）第 23号（5月 21日）

第 24号（7月 8日）第 25号（10月 22日）

第 26号（12月８日） 

3．アクセス数 

2009年 11月 30日 12058 

  2010年 11月 30日 16597 

4．シンポジウム開催 2009年 12月 23日 

 

5．総会開催 2009年 12月 23日 

 

審議事項 
１．特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス（購読会員）への入会について 

 NPO 法人情報公開クリアリングハウスは、皆様の会費や寄付によって支えられています。現在行っている活動を
続けていくためにも、一人でも多くの方に会の活動を支えていただく必要があります。会の活動の目的である情報公

開を拡充することにより市民の知る権利を擁護し、社会の透明性、アカウンタビリティを高めるという趣旨に賛同して

いただける方はどなたでも会員になっていただけます。また、こうした活動趣旨に賛同していただける方からの寄付

も随時受け付けています。 
  会員へのお申込みは以下に必要事項をご記入いただき、送信してください。申し込み到着後に、会費の納入のお
願いやニュースの発送などをいたします。 
  また、会員には会の提供する以下のサービスを受けることが出来ます。  
 1 出版物・研修などの会員価格での提供 
 2 情報公開データ提供システムの利用 
 3 『情報公開 DIGEST』（雑誌、隔月刊）の提供  など 
   *2は現在のところ賛助会員、正会員のみ 
 この他、情報公開制度の利用に関するサポートや、さまざまな情報提供を個別に受けることができます。 

■会費■ 会費は以下の 3種類があります。 

正会員 年間 24,000円(月額 2,000円) 

賛助会員 年間１口 1万円 個人：１口以上 団体：２口以上 

購読会員 年間 5,000円 

※正会員には、総会での議決権があります。また、購読会員は機関

紙の購読のみの会員です。 
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日韓会談文書・全面公開を求める会

１.　収入 . 　　日本円 　　ウォン

　（１前年度繰越金 725,650

　（２）会費

１） 会員 300,000

２） サポーター

３） カンパ

４） 当事者

（３） 雑収入

収入合計 1,570,000 725,650

２.　支出

（１）　事務所費

１）事務消耗 55,000

２）　通信費 20,000

３）HP契約料 150,000

4)交通宿泊費 30,000

（２） 集会費 150,000

（３）ニュース発行 300,000

（４）裁判費用費

１） 印紙代 200,000

２） 裁判費用

３） 原告航空宿泊費 725,650

４） 弁護団費用

(5)支払い手数料

(6) 雑費

支出合計 1,570,000 725,650

2011年度予算案

569,854

500,000

25,000

10,000

30,000

200,000

   (2010 ,12 ,1～2011,11,30)

500,000

0

146

100,000



事務局だより

会費の振込み
ありがとうございました

ニュース25号には未納者の方々に、下記

「会費振込みのお廉い」を添付して振込み
用紙をお送りしたところ、連日のように振

込みが届きました。ご協力に心から感封い

たします。
まだお振込みいただいていない方は、ニ

ュース25号に同封した振込用紙をご確認

のうえ、至急お振込みいただきますよう、

お顔いいたします。

会費振込みのお願い

ようやく秋が訪れました。お元気にお過
ごしでいらっしゃいますか。

日韓会談文事・全面公開を求める会は設

立から5年、ニュースに掲載しましたよう
に二次・三次訴訟は、いよいよ大帝めを迎

えております。
運動と訴訟を支える資金は、会井で運営

することが基本ですが、昨年に続き今年も

大将な赤字となり、会員外の個人、法人か
らの支援を受けて運営している状態です。

さかのぼって請求させていただくのは大

変心苦しいのですが、窮状をご理解いただ
き、至急お振込み下さいますよう、お廉い

いたします。

8

勤労挺身隊と三菱圭工

補償めぐり正式交渉開始

朝日新聞11月11日木曜日の記事が
品川駅・三菱本社前で3年間、145回の

金曜行動に休まず参加された山川修平氏
から、PDFで送られてきました。

この記事に気付かなかったのは、名古

屋版に限定されていたためのようです。

日韓会釈文書の全面公開運動が始まっ
たきっかけは、他ならぬ名古屋三菱・朝

鮮女子勤労挺身隊訴訟です。

「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊を支

援する会」と、韓国「勤労挺身隊ハルモ
ニと共にする市民の会」の粘り強い牌い

が、とうとう三菱重工を動かしました。

昨年12月23日の当会シンポジウムで、
シンポジストの岩月弁護士は「諦めれば

終る、しかし、諦めなければ終りはない」
と発音されたことが現実となったのです。

今年最後の「事務局だより」は、新年
への、希望に満ちた記事となりました。

日韓食麒文■・全雷公疇電求める会

共同代褒：太田　修　田中　宏
青野爾子　　音澤文寿

（事務局）
〒2静－1114

神奈川県伊勢原市高森3－ケ比高梨狂か2
m・刑Ⅸ：0463－95－4662
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